
「徴用工問題」とは何か

第 8回講演会 米国の原爆投下責任を問う会 2019年 2月 23日
高橋信 名古屋三菱 。朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会

共同代表  愛知県平和委員会理事長   76歳
1、 問題の本質は被害者の被害事実をきちんと認識するか否か

(1)新 日鐵住金判決は原告の被害事実をどのように認識 しているか :判決骨子=「原告らは青
年に至つていない幼い年齢で家族 と離別 し、生命 と身体に危害を受ける可能性が非常に高い劣悪

な環境において、危険な労働に従事し、具体的な賃金額も知らないままに強制的に貯金をしなけ

ればならず、一当時 日本政府の韓半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行 と直結 した

反人道的な不法行為に該当し、このような不法行為によつて原告らが精神的苦痛をうけたことは

経験則上明白である。」

(2)と ころが、政府見解、マスメディア・週刊誌などは加害事実を無視
・安倍首相 =「国際法に照らしてあり得ない判決」 河野外相 =「法の支配が貫徹されている国
際社会の中では、およそ常識では考えられない判決」「暴挙だ」。安倍首相 =「朝鮮半島出身

の労働者の問題」「今回の原告は募集応 じた人々」■国家総動員法第 4条 (1939/4/1公布、日

本内地施行 5/5)→国民徴用令 (1939/7/8公 布、内地 1939/7/15施 行)→ 1944/9朝鮮半島に適用、
>徴用工の 2.形態 =新規徴用 と現員徴用

cf日 韓パー トナーシップ宣言 (1998/10/8)「 4ヽ渕総理大臣は、今世紀の日韓両国関係を回顧 し、

わが国が過去の一時期韓国民に対して植民地支配により多大な損害と苦痛を与えたという歴史

的事実を謙虚に受け止め、これに対 して痛切な反省 と心からのお詫びを述がた」金大中大統領

夫妻国賓として来日し宣言に署名

2、 日韓請求権協定 (1965/6/22)で 「完全且つ最終的に解決されたこととなることを確認す

る」の内実は ?

→無償 3億 ドル (1080億 円)=10年 間で生産物及び役務の供与。 有償 2億 ドル=10年間
で生産物及び役務の貸付。「前記の供与及び貸付は、大韓民国の経済の発展に役立つものでな

ければならない」 卜1945/8/15以 前の死亡者 8,552人 の遺族に国内法により約 92億ウオと
(1人 19万円 :総額 58億円、75/7～ 77/6)が支払われる。3億 $の 9.7%

3、 個人請求権の有無

(日 本側見解〉

①柳井条約局長 (1991/8/27)「 個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたもではない」

Cf:外交保護権 (自 国の国民が外国で国際法違反で被害を受けたとき、相手国の責任を迫及

する国際法上の権利のこと)は消滅

②慰謝料請求について、柳井局長は (1992/3/9)「財産、権利及び利益について、一定のものを

消滅させる措置をとったわけでございますが、そのようなものの中にいわゆる慰謝料請求権と

いうものが入つてたとは記憶していなヒ≧」答弁。

三上正裕国際法局長、河野外務大臣 (2018ノ11/14)「 柳井局長の答弁を否定するつもりはまたく

ない」、「権利自体は消滅 していない」と答弁 (穀 田議員の質問)。

→穀田議員 「1965年 の日韓基本条約 と…交渉過程で、日本政府が植民地支配の不当性につい

て認めた事実はございますか。J→河野外相 「ないと思います。J

③ 「(西松最高裁判決 2007/4/7)請 求権を実体的に消滅させることを意味するものでなく、…裁

判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である」→ 「本件被害者らの被

った精神的・肉体的苦痛がきわめて大きかった一方、上告人は前述した勤務条件で中国人労働

者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、さらに前記の補償金 (1946/3頃 92万円)を



取得しているなどの諸般の事情をかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者

らの救済に向けた努力をすることが期待されるところである」(判決 5ま とめ=いわゅる付言 )
(韓国側見解〉

①大法院判決 (2012/924)=原 告らの損害賠償請求権に対しては、請求権協定で個人請求権が

消滅しなかつたことは勿論…さらに、国家とは別法人格を持つ国民個人の同意なしに、国民

の個人請求権を直接的に消滅させ うるとみることは、近代法の原理と相容れない。」

②新 日鐵住金大法院判決 (2018/1oβ o)

「人間として尊厳と価値を尊重されないままあらゆる労働を強要された被害者である原告らは、

精神的損害賠償を受けられず依然として苦痛を受けている。」「強制労働の請求権が協定の適

用対象に含まれているとは言い難い」「被告が原告らに各 10o,o00,000ウ オン (約 1千万円)の
慰謝料 (未払い賃金ではなく)を支払う義務がある」。
◆名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟の歩みと大法院判決
。名古屋地裁に提訴 (1999/3/1)=提 訴 20年 今年 (1/19、 125)に なって 2名 の原告が死去
・名古屋地裁判決 (2005/224)=原告の被害事実を詳細に認定→請求権協定により請求棄却
・名古屋高裁に控訴判決 (2007/5/31)強 制連行 。強制労働と被告の不法行為を認定、三菱別会

社論も排斥するも請求権協定により請求棄却 (勝訴に近い敗訴 )
。最高裁上告棄却 (2008/11/11)
。韓国大法院判決 (2012/5/24)→ 2012/10/24光 州地方法院に提訴 →地方法院勝訴 (2013/11/1)
→高等法院勝訴 (2015624)、 被告三菱重工上告→ 11月 29日 (本 )大 法院判決勝訴
4、 解決の方向=事実認定、謝罪、賠償、継承
★勤労挺身隊光州地方法院判決 (2013/11/1)「結論」は次のように述べる。
「今や 80歳を越し、杖と車椅子に頼りながらこの法廷に立つ原告を見ながら、われわれは皆
同じ人間として原告らのような歴史の被害者たちに今後も関心をもち続けるべきであろう。」
「最後に日本政府と被告のような企業は、これからでも原告らのような強制徴用被害者の痛み

に関して関心を持ち、積極的に解決に向かつた時、両国の市民と政府の間のわだかまった感情

の問題も解決できるだろうと思 う。」

★三菱マテリアル和解合意文 (2016/6/1)

「第二次世界大戦中、日本政府の閣議決定」…・に基づき、約 39,000人 の中国人労働者が強制連

行された。弊社の前身である三菱鉱業会社及びその下請け会社は、その一部である 3,765名 の

中国人労働者をその事業所に受け入れ、劣悪な条件下で労働を強いた。また、この間、722人

という多くの中国人労働者が亡くなられた。本件については、今日に至るまで終局的な解決が

なされていない。『過ちて改めざる、これを過ちという』。弊社はこのように中国人労働者の

みな様の人権が侵害された歴史的事実を率直且つ誠実に認め、痛切なる反省の意を表する。ま

た、中国人労働者の皆様が・…異国の地において重大なる苦痛及び損害を被ったことにつき、弊

社は当時の使用者として歴史的責任を認め、…遺族の皆様に対して深甚なる謝罪の意を表する。

…本件の終局的 。包括的解決のため…基金に金員を拠出する。二度と過ちを繰 り返さなぃため

二記念碑の建立に協力し、この事実を次の世代に伝えていくことを約束する。」

5、 解決とは

(1)判決をベースに当事者間の話し合いによる解決。強制執行が目的ではない。
日本政府 (官邸主導)は妨害するな。
(2)財団の設立 (日 本政府、被告企業、韓国政府、聾国請求権協定受益企業 )

◆ニュース打破 :目 撃者「名古屋のパボ (バカ)たち」74分   https:力υoutu.be/OGrMSeC2蘇臨g



三
菱
彙
工
は
誠
実
に
対
二
七
よ
―
　
一二
妻
重

工
は
二
〇
０
人
に
未
払

い
賃
金
を
支
払
え
‥
　
一二
棄
三
二
Ｌ

（
ル
モ
ニ
の
人
生
を
言
え
！
　
一二
菱
重
工
は
ハ
ル
モ
一一
に
謝
罪
と
賠
償
を
せ
よ
‥
　
一二
妻
重
工
は
誠
実
に

ハ
ル
モ
ニ
と
わ
解
せ
よ
‥

名 古 星 三 菱・ 朝 鮮 女 子 勤 労 祇 身 隊 訴 訟 を支 援 す る全 2019年 1月 11日 貫 開 第 308日 東 市 全 曜 行 動

請 求権 協 定 で韓 国

政府 に渡 った tの
条約の第一条の 1に 日本国は大韓
民国に対し、 (a)3億 ドルに等し
い円の価値を有する日本国の生産物
及び日本人の役務を10年の期間に
わたって無償で供与する。

無償 3慎 ドル ιよ現全 で はな く
21質 ドル の貸付 t、 日本 国 の

生麦物 と 日本 人 の1鶴

(b)2億 ドルに等しい円の額に
逹するまでの長期低 fllの貸付で、事
業に必要な日本国の生産物及び日本
人の役務を韓国の調達にあてられ

る。 この貸付は海タト経済協力基金に

よ :サ 行なわれる。
供与と貸付は、韓国の経済の発展
に役立つものでなければならな tヽ。

経 済 の発 展 に役 立 つ tの と
い う霧 りが あ る

第二条の 1 両締約国及び国民の財
産、権 fll及 びfll益並びに両締約国及
び国民の間の請求権に関する問題
が、サンフランシスコ平和条約第四

条に規定されたものを合めて、完全
かつ最終的に解決 されたこととなる
ことを確認する。
第二条の 1 この協定の解釈及び実
施に関する両締約国の紛争は、ま

ず、外交上の経路を通 じて解決する

ものとする。

紛 争 tま外 文 で解 決 す る

全 曜 通 信使
三 菱重 工 に賃金 の支払 い、謝 罪 と賠 償 を求 め る品 ,II含曜 行動  2007年 7月 20日 か ら通算 453日

定で角早決済 み～ と言 うが
日本 軍 「 駐 安 婦 」 に関 す る

3年 前 の 日韓 外 相 合 竜
2015年 12月 28日 の岸田文雄外務
大臣とヂ柄世外交部長官との間で、
日本軍「慰安婦」について、加害国
の安倍首相の謝罪もなく、賠償金で

もなく、 日本政府が10億 円を韓国政
府に拠出することで、不可道的な解

決だとして合意 した。それまで、韓
国の朴桂怠大統領も常々、 「被害者

も韓国国民も納得できる解決を」 と

表明していた。

日爾 人 強 tlj収容 の解 挟

1988年 にレーガン大統領もカナ
ダのマルローニ首相も、第二次世界

人戦中の日系人強申l収容に対 して、

生存する被害者に一人あたり2万 ド
ルの結償金と謝罪文を渡 し、その解
決を図った。

日韓 請 求権 協 定 で解 訣 済 み

ならばなぜ日本軍慰安婦について
日韓 クト未日杏意 を したのか。 1065年
6月 22日 の 日韓請求権 協 定 で解決済
み で なかったのか。

韓国人法院非リ

日本 政 府 ιよ日韓請 求権 協

挺身隊と徴用工についての原告勝

訴判決について、 日本軍「慰安帰」

問題同様に、外交ルー トで話 し合い

をすればいいい。今度は手強いよ。

問題の根本は、挺身隊員にも徴用
工にも三菱重工は給料を払っていな
い。 日本の最高裁も、三菱もこれを

認めている。給料も払わない三菱重
工が請求権協定を持ち出すな。

狭
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毛音星三 菱・ 朝 鮮女 手 勤 労挺 身隊訴誌 を支援 する全 コ0つ年 1月 11日 算 用 第 303回 東 京宝 曜行 動
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朝 鮮 半 島 か ら夕 女 300人
三菱菫工名古屋航空機製作所の要
請によって、昭牙口1_9年 5月 末、朝鮮
半島全羅由道 と忠清南道から150人
ずつ計300人 の 13歳～ 15歳 の少女が
道徳工場 と大江工場に梃身隊員とし
て逹れてこられた。
小学校出たての優分な少女を学校
を逍 して募集をかけた。曰 〈、 日本
に行って働けば給料はもちろん、 う
まいものは度一杯、おまけに女学校
に二 うことができる、 と。
当時、朝鮮の少女が女学校に通 う
ことは稀で、学力優分な子ほど「女
学校に通える」になかれて應募を決
意 した。韓国人法院から勝訴判決を

受けた原告梁錦徳は女学校に通え、
働いて給料をもらって帰れば、親も
多 してく力1る たろうと親に内緒で押
三F し /二 .

第 四菱琴口寮 の籠 の島

彼女たちは名古屋に来て第四菱和

察に入れられ、ェ場 と察の往復で、
外出もままならず、月々の給料はも
らっていないから買い物もできず、
篭の少女たちであった。
そして憧れの女学校というところ
には一日た Iり とも重 うことはなかっ
た。 日本の中学生や女学生が学徒動
員で本来の学校に垂わないや、朝鮮
の少女が女学校に4う ことができよ
うはずもなかった。

皇 民イヒ教 育

朝鮮での皇民化教育で育てられた
挺身隊員は天皇陛下の御為にと、空
きっ腹を抱えて仕事に励んだ。朝鮮
半島を植民地支配する日本、その日
本のために働 く朝鮮の少女たち、 こ
れが皇民化教育の精華です。

東 南 海 地 震
日本に来てから半年後、昭和19年
12月 7日 、東南海地震によって道徳
工場は全壊 した。 日清紡の紡績工場
を■全部偵察機の製造工場に改築す
るため、隔壁、間柱を取 り除いた結
果、耐震性はなくなり倉庫を除きエ
場は影1壊 し、工員学徒ら57名 が死亡
し内6名 が挺身隊員であった。元エ
員の村松寿人は、人災であり、戦争
体制によって殺されたと言った。
人 江 工 場 は 空 襲 で全 壊
地震の11日 後、大江工場一帯がア
メリカ軍B29爆撃機による空襲を受
け、ゼロ戦を製造 していた人江工場
はこの空襲によって潰えた。

官 LL県 の人 間 、 福 野 工 場 ヘ
地震と空襲によって工員ら:ま 営島
県内の工場に移送され、掟身隊員は
日本敗戦の2ヶ 月後までの17ヶ 月FEI
働かされ、 8召和20年 10月 下旬、朝
鮮半島に

'子

ることになった。

授 身 隊 員 朝 鮮 半 島 に婦 る
富LL駅頭で重工の担当者は、「手
荷物も持たなくていい、給料と一緒
に始ず送り届けるから」 と言ったな
り、73年後の今も届いていない。

「 駐 安 婦 」 と同 一 視 被 害
挺身隊員と日本軍「慰安帰」が同
一視され、三菱で働いて給料を貰っ
ていないとの訴えも口にすることが
できなかった。元挺身隊員というこ
とで破談に、結婚後に分かり離縁さ
れたり、親子も疎遠になったりの被
書が続いた。
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三菱重 工 に賃金 の支払 い、 謝 罪 と賠 償 を求 め る品 J:臓曜 行 動  2007年 7月 20日 か ら通 算 453回



金中曇申(キム・千ュンゴン)

さんが:死んでし春った。
「三菱重工の謝罪を受けるまで、百歳まで生きる。」三菱重工第 1次訴訟の原告でただ一人の遺

族であったキム・チュンゴンさんが亡くなられました。享年 96歳。三菱重工の犠牲となった妹の

無念を晴らすために、朝鮮女子勤労挺身隊であった妻の苦しみを癒すために、子を奪われた母の悲

嘆を胸に秘めて闘い続けてきました。名古屋地裁、高裁、最高裁で敗訴しても、その信念は揺らぐ

事がありませんでした。そして大法院勝訴判決を見届けるかのようにして亡くなられました。

「犠牲者ではない !殺されたのだ !」
三菱重工名古屋道徳工場の劣悪な環境で危険な仕事をさせられた朝鮮女子勤労挺身隊を目撃じ

たMさんは、昨年の「東南海地震犠牲者追悼の集い」で「犠牲者ではない。殺されたのだ。」と三

菱重工を断罪しました。飛行機を造るために柱を除去した脆弱な建物の下敷きになって圧死した六

名の朝鮮の少女らの一人が金淳程 (キム・スンネ)さんでした。キム・チュンゴンさんの妹です。

機 れ
写真は、 20
06年 12月、日
本 と日本人の良

心を信 じて名古

屋高裁に向かう

原告です。左端

の男性が、今と

なっては在 りし

日のキム・チュ

ンゴンさんです。

その胸に抱かれ

ているのは妻の

金福難 (キム・

ポンネ)さんで

苺鐵二|

す。右端の遺影が「スンネちやん」です。親友だったキム・ポンネさんとスンネちやんは、朝鮮女

子勤労挺身隊として過酷な労働に従事しました。帰郷したキム・ポンネさんは、自分だけが助かっ

た事をキム・チュンゴンさんのご両親に涙ながらに詫びて、その負い目に生涯苦しみました。

原告(車椅子)は左から先月 19日に死去されたチン・ジンジョンさん (享年 90)、 ヤン・クムドク
さん、(90歳 )パク・ヘオクさん、(89歳)キム・ソンジュさん(90歳)です。

2007年名古屋高等裁判所は、原告 (被害者)の請求を棄却しましたが、少女らの労働は lLO条

約違反の強制労働であつた認定し、三菱重工の使用者責任と国の監督責任を明らかにしました。

第 456回 (再開 311回)金曜行動 2019.2.1名 古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会
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率 ム チ ュ ン ゴ ン

私の妹、金淳薩、 要、金福轄 は二人とも1944
年から、朝鮮女子勤労lLI録隊として三菱重工名古屋航

空機製作所で労働させられました。妹は1944年 1
2月の東南海地震の際、動員先の工場で死亡しました。
妻はこの群 」に原告として立つことを決慧した後20
01年 2月、裁琴Jの結果を案じながら世を去りました。

1944年 12月、東南海地震の一週間後、突然光llllll

1924年生まれ  菫冨T早醸理轟薔膚翼g層層ぶ占藝じ層l圏
光llllllを発ち、

筆|こ着いたばかりの私を見るなり福轟豊は「にいさん、にしヽさん」といって走って

書て泣きました。(妹と福確は親技でしたので、鶴薩も私のことを「にいさんJと
琴んでいました)地震のとき、自分は通路の機械の下に隠れていて助かったけれど、

軍確はそこへたどりつく前に壁と震根膠鶴れてきてつぶされたといいます。うつぶ

言:こなつたまま、L/ンガが頭|こ当たって血を流していたそうです。

その晩、第4菱澪8霞に泊まりましたが、空爆がはげしく、少女たちとともに防空
檬:こ入りました。爆3攣の炸裂する音の中、壕の中で8民りこむ少女たちを見て、よほ

=疲
れているのだろうと悪いました。

戦後、福緩も故据6に帰り、1947年、私たちは結婚しました。私は実際に三菱
脅窺へも行つて、この国で見て挺身隊のことはわかっている数少ない韓国人男性だ

=い
えます。しかしその当時、挺場隊は軍人の相手をさせられる所と見られていた

■め、挺身隊から帰った人は結婚で大変な苦労をしたようです。ですから甕は、私

二結婚できて本当によかったといっていました。

電を目前にした要は、私の腕をつかんで、あなたのそぱで死んでい<のは華せ、
l)とつ思い残すのは、日本国や三菱との不0解を見ずに死んでいくこと、死んだあと

でも和解ができたなら、高構信さんたちにおネしを言ってくださいといいました。日

驚扇、三菱の人たちは、私の要のことばをしつかり耳にとどめなければなりません。

警:ま 舞8解」を願ったのです。責任を認めてこそ和解が可能です。日本国、三菱重

工業ll■賣任を認め、謝罪をしなければならないのです。



富永社長́、問題を先送ιIじ書llで

「三網領」で解決し書しょう r
三菱グループの企業活動の指針・経営の根本理念「三綱領 (さんこうりょう)」 とは、「所期奉公=期するところ

は社会への貢献」「処事光明=フェアープレイに徹する」『立業貿易=グローバルな視野で」の二つです。

「a瑠正議で昌格のある行動産雷JL¨・』「・・・聴宇窄上野●権働にも手段や方法を選勝

ないというよう0ここが・・=あっ¬闘‖F要多い.』 rわ颯われ貯露匡社会正義     場

こte-l           LJ「 不正に勝正義を、権謀に勝正直をもって,

われわ晰 動慮べ毒であるJと、「処事光明=フェアープレイに徹する」を説明しています。

砲職者のご遺族この面会を拒おここtl、

富永社長の「品格」「社会正義Jですtl?
名古屋三菱朝鮮女子勤労挺身隊訴訟の原告

オ・チョルソク (呉哲錫)氏 (83歳)は、東
南海地震犠牲者オ・キテレエ (呉吉愛)氏の弟で
す。東南海地震は自然災害ですが、オ・キルエ

氏が東南海地震に遭偶したのは人災です。三菱

重エカミ朝鮮半島から強制連行して名古屋の道

徳工場で働かせたからこそ地震の犠牲 となり

ました。業務中に死亡した殉職者のご遺族をFl

前払いするなんて、心ある人間の「品格」とは思えません。

広島三菱徴用工訴訟の原告パク・チェフン (朴在勲)氏 (72歳)は、被害者パク・チャンファ
ン (朴昌換)氏の息子です。原告イ 0ギュメ (李奎梅)氏 (68歳)は、被害者イ・ビョンモク (李
柄穆)氏の息子です。三菱重工のために命がけで働いた宮永社長の大先輩のご遺族です。社長と言
えども、辞を低くして挨拶するのが人間の「品格」です。

確定IIJ熱の不履行勝「社会正義魔勝農ιI審せん r
「公明正大で品格のある行動」として被害者や遺族の声に耳を傾け、「手段や方法を選ばない」確定判決の無

視は止めて、ILO条約違反の「不正]な強制労働を心から反省し、『被害の救済」を実現して三菱重工の正義を

明らかにするために、政治の「権謀」 (影響・介入)を排除し「朝鮮女子勤労挺身隊」「広島徴用工」問題の被害

者と「正直」に協議をしましょう。

第 458回 (再開 313回)金曜行動 (2019。 2.22)名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会

1弓



河野外相勝ち三菱重工に確定frJ決

の「薇置」を強喜じないで下さll r
昨年 11月 29日 の韓国大法院は、三菱重工と朝鮮女子勤労挺身隊被害者と広島徴用工被害者との

民間の争いに対する司法の判断です。韓国政府と日本政府の争いではありません。長年の争い (裁

半1)に終止符を打った今、河野外相がすべき事は、長年の被害者の苦しみを慰労し、三菱重工に謝

罪させることです。河野外相が介入して「政治問題化」させるのは他意があるからでしょう。

三菱重工の誠意ある回答を望みます :

「当社は、名古屋三菱・勤労挺身隊ハルモニ支援団から、戦時中に名古屋で働いていた元勤労挺

身隊員に関する問題の解決を求める「話し合いの場」設置の申し出を受け、2010年 11月 以降、16

回に亘り話し合いを続けてまいりました。」の事実は消すことが出来ません。

三菱重工には、政治の不当な介入に屈することなく、グローパルな視点からの自主的な判断が求

められています。三菱重工は、道義的責任に加え「法令遵守」の法的責任が生じている事を忘れて

はなりません。

2019イ■02月 15日

三菱重工業株式会社

代表取締役社長

宮 永 俊 一

勤労挺身隊光・lI訴訟弁護団 弁護士 李 尚甲
弁護士 金 正熙

広島徴用工訴訟弁護団 弁護士 桂 鳳泰  弁護士 金 世恩
勤労挺身隊光州訴訟原告・広島徴用工訴訟原告一同

勤労挺身隊ハルモニと共にする市民の会

太平洋戦争被害者補償推進協議会

通告書

2月 末までに誠意ある回答がない場合は、強制執行を取る用意があることを改めて、

貴社に通告する。

以上

誠意ある回答が無い場合は、毅然と粛々として強制執行の手続きをします。

三菱重工が最高裁判決に従つて原告 (被害者)に賠償する義務を放棄している現状で、被害者が
裁判で合法的に得た権利を行使しないで、三菱重工の判決不履行を見逃す事:まできません。弁護団

が、三菱重工に確定判決を守らせ被害者に賠償させることは弁護団の義務です。三菱重工に確定判

決を守らせ被害者の人権と尊厳を回復する事は河野外相の責任です。



今日ももお籠れ構です.「難する鈍爾識表い■222-40
2019年 行動名 参加者 場所

2月 22日 (金 ) 459(314)金曜行動 0~F氏・林 外務省 08:00-9:30       1
三菱重工本社 (二重橋ビル)lo:301-11:30

3月 1日 (金 ) 460(315)金曜行動

名古馳 難 訴 20年

3.1独立運動 100周年

高橋氏・平山氏、

前山氏・岩田女史

林

夕麟 省 08:00-9:30

三菱IEE本社 (二重橋ビル)10=30-11:30

3月 8日 (金) 461(310金曜行動 高橋氏 `林 外務省08100-9:30‐

三菱重工本社 (二重橋ビル)10:鉤～11:30

3月 10日 (日 ) 名古屋提訴 20年

大法院勝利判決

報告集会
:

みんな集まろう ! 労働会館東館 (金山)13:30～16:30

3月 15日 (金 ) 462 (317)」≧洒醒なテ駆動 P/~F氏 =林 鵜 08:rDO-9:30
量菱重工本社 (二重橋ビル)10:30-11:30

3月 22日 (金) 463(318)金曜行動 高橋氏・林 外務省 08100～9130

三菱E■l本獄 (■重橋ビル).101‐ 30γll:30

3月 27日 (水) スタッフ会議 WCA202号室

3月 29日 (金 ) 464(319)金曜行動 前山氏・林 幣 08:00-9130
-菱重工本社 (二重橋甘ル)10:30-11:30

4月 5日 (金) 465(320)金曜行動 林 外務省 08:00～ 9:30
三菱重工本社 (二重橋ビル〉lo:劉～11:30

東京が雨天の時は金曜行動を中止します。

メモ

名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会
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本省  8:30γ9:30

三菱重工本社  10130～ 11:30・

「丸の内二重橋ビルデイング」‐搾■llな018年 19』 1,,口 (月 )

〒100‐0005東京都千代田区丸の内三丁目2番 3号

馬場先Fl交差点から撮影

左側がビル正間、右側が東京商工会議所

中央の角地が喫茶店タリーズコーヒー

きつぷ 170円
|‐  ■'      |     ,‐

外務省から三菱重
=今
は、1霞ケ関駅 A8出 口を

降りて、東京メトロ千代田線に乗車して二重橋

.(丸の内)駅下車です。

三菱重工本社 (丸の内二重橋ビルディング)

東京メトロ 千代田線
霞ケ関～日比谷～二重橋前 (丸の内)駅
B7出 ロベ 所要時間 4分
IC165円  きつぷ 170円

地下鉄 B7出口
左が二重橋ビル、右が馬場先通 り

奥の信号が馬場先門交差点

JR線
「有楽町駅』国際フォマラム甲より徒歩 5分
「東京駅J丸の内南日より徒歩 10分
東京メトロ 千代田線「二重橋前駅 (丸の内)」

有楽町線「有楽町駅』

日比谷線「日比谷駅」

都営三田線「日比谷駅」

査聴日

千代田線 二重橋前 (九の内)駅 B7

喪
‐        ■ 東京葛等・‐
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